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日本共産党を代表して議案第２５号亀山市職員給与条

例の一部を改正する条例、議案第２６号亀山市一般職の

任期付職員の採用等に関する条例及び議案第２７号亀山

市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例の一部を改正する条例の３議案について反対の

立場で討論します。

始めに、人事院勧告制度は国家公務員に対するもので

市職員の給与が国に準じなければならない法的な根拠は

ないことを指摘しておきます。

反対する理由の第１は、コロナ禍で頑張っている職員

に対して一時金の減額をすることは、働く意欲をなくさ

せることであり、到底理解できません。

反対する理由の第２は、公務員の一時金の引き下げは、

公務員の賃金に準拠している公的機関や地域の民間企業

などでの引き下げにつながり、引き下げの悪循環となり、

地域経済にマイナスの影響を与えます。

反対する理由の第３は、一時金の引き下げは、コロナ

禍で冷え込んだ消費の拡大を図るため実施された様々な

経済対策と逆行するものだということです。

反対する理由の第４は、「不利益不遡及の原則」に反す

るということです。昨年１２月に支払われた一時金を遡

って減額することは、まさに「不利益不遡及の原則」に

反するものであり、認めることはできません。

以上の理由によりこの３議案には反対するものです。
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議員各位のご賛同を求め討論といたします。


